
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更
の
届
出

(

同

)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

同

)

…

�

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

障
害
福
祉
課)

…

�

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

(

上
北
地
域

県

民

局)
…

�

○
道
路
の
位
置
の
指
定

(

同

)

…

�

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

事

務

局)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

(

同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出

(

同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出

(

同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
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第
四
十
九
条
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規
定
に
よ
り
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医
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扶
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た
め
の
医
療
を
担
当
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せ
る
機
関
を
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の
と
お
り
指
定
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た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
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の
三
第
一
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定
に
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九
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規
定
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よ
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医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
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三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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指
定
年
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か
さ
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尿
病
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

か
き
ざ
き
生
活
習
慣
病
ク

リ
ニ
ッ
ク

い
と
う
整
形
外
科
・
ス

ポ
ー
ツ
ク
リ
ニ
ッ
ク

ミ
ン
ト
薬
局

仙
真
堂
薬
局
青
森
労
災
病

院
前
店

ア
ポ
テ
ッ
ク
白
山
台
店

八
戸
市
大
字
田
向
字
冷
水
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二
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二
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戸
市
大
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上
田
屋
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一
二
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戸
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白
山
台
二
丁
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三
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戸
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大
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( )

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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院
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大
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一
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六
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部
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大
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平
字
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六
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ら
五
戸
訪
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看
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二
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( )

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
及
び
更
生

医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
榎
林

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
七
年
五
月
十
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日

上
北
地
域
県
民
局
長

山

田

裕

上
北
地
域
県
民
局
告
示
第
一
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
野
辺
地
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日

上
北
地
域
県
民
局
長

山

田

裕

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
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リ
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ミ
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薬
局
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薬
局
青
森
労
災
病
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前
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ア
ポ
テ
ッ
ク
白
山
台
店

八
戸
市
大
字
田
向
字
冷
水
二
二
の
二

八
戸
市
大
字
湊
町
字
上
田
屋
前
二
九
の
一
二

八
戸
市
大
字
湊
町
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田
屋
前
二
九
の
二
三

八
戸
市
大
字
白
銀
町
字
南
ケ
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ん

ご
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前
市
大
字
取
上
二
丁
目
一
四
の
一

平
成

��･
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位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

上
北
郡
野
辺
地
町
字
中
道
六
の

五
二
及
び
六
の
五
三

六
三
・
八
〇
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
一
メ
ー
ト
ル

平
成

��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名
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た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日



( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部
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の
へ
じ
の
未
来
を

創
る
会

會
田

秀
夫

今
井

實
人

上
北
郡
野
辺
地
町
字

上
小
中
野
三
の
三

平
成

��

･

�･

�

玉
置
�
子
後
援
会

澤
田

壽
子

野
呂

孝

黒
石
市
追
子
野
木
二

丁
目
一
〇
八
の
一

��･

�･

�

た
か
は
し
美
紀
子

後
援
会

�
橋

幸
江

大
舘

信
昭

黒
石
市
大
字
中
町
三

八
の
一

��･

�･

�

村
上
た
か
あ
き
後

援
会

後
藤

志
郎

北
山

長
兵
衛

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石

字
村
上
二
一
四
の
二

��･

�･

�

竜
千
会

橋
本

利
喜
雄

橋
本

貢

上
北
郡
六
ケ
所
村
大

字
平
沼
字
追
舘
五
八

の
一

��･

�･

�

小
松
雅
彦
後
援
会

大
野

孝
志

中
城

司

三
戸
郡
階
上
町
大
字

赤
保
内
字
外
平
二
三

の
二
七
五

��･

�･

	

高
山
げ
ん
え
ん
後

援
会

笹
森

昭
二

中
嶋

正
武

八
戸
市
小
中
野
六
丁

目
二
四
の
一
〇

��･

�･


�

酢
谷
一
利
後
援
会

八
谷

宏

木
村

正

下
北
郡
風
間
浦
村
大

字
下
風
呂
字
下
風
呂

五
三

��･

�･


�

蒔
苗
博
英
後
援
会

笹

萬

赤
平

恵
美
子

弘
前
市
大
字
蒔
苗
字

独
狐
森
七
一
の
一

��･

�･


�

野
坂
充
後
援
会

横
浜

修

久
保
田

勝
正

上
北
郡
野
辺
地
町
字

中
道
五
の
一
九

��･

�･


�

磯
島
富
盛
後
援
会

川
村

哲
也

川
村

史
子

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前

西
二
丁
目
九
の
一
五

二

��･
�･

��

鈴
木
清
孝
後
援
会

三
上

洋
一

神

寿
晴

北
津
軽
郡
板
柳
町
大

字
福
野
田
字
本
泉
三

六
の
九
二

��･

�･

��

秋
穂
義
男
後
援
会

秋
穂

義
男

秋
穂

律
子

西
津
軽
郡
深
浦
町
大

字
正
道
尻
字
小
磯
八

三

��･

�･

��

三
上
こ
う
だ
い
後

援
会

白
戸

清
幸

三
上

久
美
子

黒
石
市
旭
町
八
の
一

��･

�･

��

成
田
陽
光
後
援
会

伊
藤

博

成
田

清
孝

北
津
軽
郡
板
柳
町
大

字
牡
丹
森
字
鴨
泊
一

八
五
の
二

��･

�･

��

石
郷
岡
伸
一
後
援

会

石
郷
岡

伸
一

石
郷
岡
せ
つ
子

北
津
軽
郡
板
柳
町
大

字
板
柳
字
土
井
二
九

四
の
五

��･

･




杉
本
信
子
同
友
会

杉
本

信
子

大
久
保

仁
孝

八
戸
市
柏
崎
六
丁
目

一
九
の
一

��･

･

�

｢

青
森
県
を
変
え

よ
う
！
大
竹
さ
ん

と
進
む
私
た
ち
の

会｣

む
つ
下
北
支

部

野
坂

庸
子

栗
橋

伸
夫

む
つ
市
大
平
町
九
の

八

��･

･

��

進
め
！
ド
ク
タ
ー

大
竹
の
会
・
西
北

五

工
藤

和
豊

水
島

康
雄

五
所
川
原
市
大
字
漆

川
字
鍋
懸
八
六
の
一

��･

･

��

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
碇
ヶ
関

支
部

代

表

者

根
岸

昭
雄

成
田

敏
昭

平
成

��･

�･

�

自
由
民
主
党
田
舎
館

村
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
大
字
畑
中
字
観

妙
寺
八
一
の
一
〇

南
津
軽
郡
田
舎
館

村
大
字
八
反
田
字

古
舘
一
四
八
の
一

八

代

表

者

福
地

誠

阿
保

清
秀

��･

�･

	



( )

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青 森 県 報平成27年６月８日 月曜日 第4005号5

会
計
責
任
者

品
川

新
一

田
澤

静
一

自
由
民
主
党
西
目
屋

村
支
部

会
計
責
任
者

工
藤

孝
雄

村
上

義
雄

��

･

�･

�

自
由
民
主
党
む
つ
市

支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

む
つ
市
松
森
町
九

の
二
二

む
つ
市
金
曲
一
丁

目
一
一
の
五

��･

�･

�

自
由
民
主
党
鶴
田
町

支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
相
原

五
三
の
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
妙
堂
崎
字
掛

元
五

��･

�･

��

代

表

者

太
田

良
一

渋
谷

光
正

会
計
責
任
者

成
田

春
光

太
田

良
一

民
主
党
青
森
県
第
１

区
総
支
部

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

��･

�･

��

民
主
党
青
森
県
第
２

区
総
支
部

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

��･

�･

��

民
主
党
青
森
県
第
４

区
総
支
部

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

��･
�･
��

民
主
党
青
森
県
第
４

区
総
支
部

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

��･

�･

��

自
由
民
主
党
百
石
支

部

会
計
責
任
者

西
舘

秀
雄

鈴
木

義
次

��･

�･

��

自
由
民
主
党
脇
野
沢

支
部

会
計
責
任
者

川
崎

正

蛸
島

達
弥

��･

�･

��

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

平
川
市
唐
竹
苺
原

一
〇
〇
の
二

平
川
市
広
船
広
沢

八
四

自
由
民
主
党
平
賀
支

部

代

表

者

桑
田

公
憲

小
笠
原

勝
則

��･

�･

�

自
由
民
主
党
平
内
町

支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
豆
沢
字
水

ケ
沢
四
六
九

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
東
田
沢
字
田

沢
三
七

��･

�･

��

代

表

者

倉
内

清
一

笹
原

は
る
よ

会
計
責
任
者

工
藤

眞
一

倉
内

清
一

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

鶴
ヶ
谷
慶
市
後
援
会

政
治
団
体
の

名
称

鶴
ヶ
谷
慶
市
後
援

会

慶
政
会
鶴
ヶ
谷
慶

市
後
援
会

代

表

者

伊
藤

正
弘

竹
谷

一
三

平
成

��･

�･

�

21
世
紀
を
考
え
る
青

年
の
会

代

表

者

新
井

喜
雅

川
浪

豊

��･

�･

�

森
榮
吉
後
援
会

代

表

者

平
島

文
政

佐
藤

進

��･

�･

�

今
ひ
ろ
し
後
援
会

代

表

者

佐
々
木

範
武

中
谷

傳
一

会
計
責
任
者

三
上

繁
美

鎌
田

嘉
美

��･

�･

	

今
大
介
後
援
会

代

表

者

佐
藤

徳
幸



橋

勝
美

��･

�･

	

横
浜
力
後
援
会

代

表

者

工
藤

豊
彦

中
嶋

茂

��･

�･

�

村
上
た
か
あ
き
後
援

会

代

表

者

後
藤

志
郎

村
上

隆
男

会
計
責
任
者

北
山

長
兵
衛

村
上

清
次

��･

�･

�

全
国
小
売
酒
販
政
治

連
盟
青
森
県
支
部

会
計
責
任
者

佐
々
木

康
之

毛
内

嗣

��･

�･

��



( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

青 森 県 報平成27年６月８日 月曜日 第4005号 6

平
川
豊
後
援
会

会
計
責
任
者

神

勝
博

平
川

満
昭

��

･

�･

��

栗
形
昭
一
後
援
会

代

表

者

小
野

貴
司

小
松

義
正

��･

�･

��

郷
州
公
典
後
援
会

会
計
責
任
者

高
橋

茂
男

中
村

長
吉

��･

�･

��

幸
福
実
現
党
十
和
田

後
援
会

会
計
責
任
者

日
向

卓

森

憲
作

��･

�･

��

坂
本
美
洋
後
援
会

代

表

者

金
沢

登

伊
藤

栄

��･

�･

��

翠
葉
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
桜
川
二
丁

目
二
一
の
七

青
森
市
松
森
二
丁

目
八
の
六

��･

�･

��

橋
本
な
お
み
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
桜
川
八
丁

目
一
七
の
四
四

青
森
市
桜
川
一
丁

目
五
の
六

��･

�･

�	

浜
谷
貴
樹
後
援
会

代

表

者

北
城

忍

寅
谷

重
雄

��･

�･

�	

幸
福
実
現
党
青
森
県

本
部

代

表

者

畑
野

泰
紀

齋
藤

仁

会
計
責
任
者

宮
平

貢
作

森

憲
作

��･

�･

��

幸
福
実
現
党
八
戸
後

援
会

会
計
責
任
者

宮
平

貢
作

森

憲
作

��･

�･

��

清
水
悦
郎
同
志
会

会
計
責
任
者

中
村

雄
三

松
林

真
弓

��･
�･

��

天
坂
昭
市
後
援
会

代

表

者

斉
藤

文
隆

斉
藤

勤

��･

�･
��

工
藤
健
後
援
会

会
計
責
任
者

伊
藤

匡

大
山

尚
夫

��･

�･

��

ケ
ン
ズ
サ
ポ
ー
ト

会
計
責
任
者

伊
藤

匡

大
山

尚
夫

��･

�･

��

佐
々
木
隆
徳
後
援
会

代

表

者

立
石

政
男

能
代

信
吉

��･

�･

��

青
森
県
防
衛
を
支
え

る
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
大
野

字
片
岡
四
六
の
一

九

青
森
市
堤
町
一
丁

目
一
の
二
四

��･

�･

�	

藤
田
光
彦
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
沢
市
中
央
町
四

丁
目
一
〇
の
五

三
沢
市
桜
町
二
丁

目
一
一
の
二
四

��･

�･

�	

東
北
政
経
研
究
会

代

表

者

野
澤

武

中
村

勝
治

��･

�･

��

野
村
た
ろ
う
後
援
会

代

表

者

加
藤

弘
治

原
子

昭
三

��･

�･

��

青
森
県
社
会
保
険
労

務
士
政
治
連
盟

会
計
責
任
者

長
内

真
一

渡
辺

睦
人

��･


･

�

青
森
県
を
変
え
よ

う
！
大
竹
さ
ん
と
進

む
私
た
ち
の
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
本
町
四
丁

目
四
の
七

青
森
市
浪
岡
福
田

二
丁
目
一
三
の
八

��

･


･

�

青
森
県
建
築
士
事
務

所
政
経
研
究
会

代

表

者

相
場

博

野
呂

敏
秋

会
計
責
任
者

古
川

修
治

加
藤

彰

��･


･

�

大
溝
雅
昭
後
援
会

会
計
責
任
者

佐
山

幸
夫

山
口

忠
七

��･


･

�

田
名
部
和
義
後
援
会

会
計
責
任
者

田
名
部

ト
ヨ
子

田
名
部

善
次
郎

��･


･

�

工
藤
義
春
後
援
会

代

表

者

下
山

敏
則

小
野

長
道

��･


･

�	

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日



( )

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯
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自
由
民
主
党
青
森
県
黒
石
市
第
一
支
部

平
成
��

･

��･

��

平
成
��･

�･

��

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

菊
池
健
治
後
援
会

平
成
��･

��･

��

平
成
��･

�･

�

む
つ
・
下
北
政
経
研
究
会

��･

��･

��

��･

�･

�

青
森
維
新
の
会

��･

�･

��

��･

�･

�

21
世
紀
を
考
え
る
青
年
の
会

��･

�･

�

��･

�･

�

杉
山
道
夫
後
援
会

��･

�･

�

��･

�･

�

村
上
た
か
あ
き
後
援
会

��･

�･

�	

��･

�･

�

田
嶋
輝
雄
後
援
会

��･
��･

��

��･

�･

��

藤
本
克
泰
後
援
会

��･

�･
��

��･

�･

��

三
戸
愛
郷
懇
話
会

��･

��･

��

��･

�･

��

勝
手
連
・
市
民
の
た
め
の
市
政
を
つ
く
る
会

��･

��･

��

��･
�･
��

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

丸
野

達
夫

(

青
森
市
議
会

議
員)

翠
葉
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
桜
川

二
丁
目
二
一

の
七

青
森
市
松
森

二
丁
目
八
の

六

平
成

��･

�･

�


藤
田

光
彦

(

三
沢
市
議
会

議
員)

藤
田
光
彦
後

援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
沢
市
桜
町

二
丁
目
一
一

の
二
四

三
沢
市
桜
町

二
丁
目
一
六

の
二
七

��･

�･

��

藤
田

光
彦

(

三
沢
市
議
会

議
員)

藤
田
光
彦
後

援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
沢
市
中
央

町
四
丁
目
一

〇
の
五

三
沢
市
桜
町

二
丁
目
一
一

の
二
四

��･

�･

��

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

菊
池

健
治

(

東
通
村
長)

む
つ
・
下
北
政
経

研
究
会

菊
池

健
治

下
北
郡
東
通
村
大
字
砂

子
又
字
沢
内
五
の
一
一

平
成

��･

�･

�



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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